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ノーネクタイ・ノージャケットおよび 

クールビス、ウォームビズの実施について 
 

 

 

環境省では、近年地域による気候の違い等を踏まえ、一律の実施期間を設けず、

地域や仕事環境等に応じて、適正な温度での空調使用と各自の判断による快適

で動きやすい服装に取り組むとしています。 

 

 このような状況を踏まえ当院でも令和５年４月１日よりＴＰＯに配慮しつつ

通年でのノーネクタイ・ノージャケット実施します。 

 また、従来通りクールビズ期間も設定し（５月～１０月末）、この期間につい

ては所定のポロシャツ着用も可能とし、節電にも努めていきます。ウォームビズ

については、期間は設定しませんが保温効果の高い服装（インナー、ベスト、  

セーター）等を着用します。 

 

 皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 


